
XLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 用 報 告 書 

(全 体 版) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 9 月 30 日に終了する計算期間 

 

 

 

 

 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

(The Financial Select Sector SPDR® Fund) 

 

 

 



XLF 

 

令和 5 年 4 月 26 日 

金融庁長官 殿 

 

  発行者 

 

受益証券発行者名 

 

セレクト・セクター SPDR® トラスト 

 (The Select Sector SPDR® Trust) 

  

 

代表者の役職氏名 

プレジデント 

エレン・M・ニーダム 

 (Ellen M. Needham, President) 

 

 

本店の所在地 

マサチューセッツ州 02111、ボストン、リンカーン・スト

リート 1 

 (One Lincoln Street, Boston 

Massachusetts 02111) 

  

 

代理人の氏名または名称 

 

弁護士 伊 東  啓 

 

 

 

代理人の住所または所在地 

 

〒100-8124 

東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号大手門タワー 

西村あさひ法律事務所 

 

 

事務連絡者氏名 

 

 

弁護士 小 野 瀬 岳 

  

事務連絡場所 

〒100-8124 

東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号大手門タワー 

西村あさひ法律事務所 

 

電話番号 

 

(03)6250-6200 

  



XLF 

 

外国投資信託に関する投資信託財産運用報告書 

 

 投資信託および投資法人に関する法律第 59 条において準用する同法第 14 条の規定により外国投

資信託に関する投資信託財産運用報告書を提出します。この報告書の記載事項は、事実に相違あり

ません。 



XLF 

 

目  次 

 

ファンドのパフォーマンスに関する経営陣による考察(未監査) ······················· 2 

パフォーマンスの概要(未監査) ·················································· 4 

ポートフォリオ統計(未監査) ···················································· 6 

投資一覧  ···································································· 7 

貸借対照表 ··································································· 9 

損益計算書 ·································································· 10 

純資産変動計算書 ···························································· 11 

財務ハイライト ······························································ 12 

財務諸表に対する注記 ························································ 13 

独立した登録公認会計士事務所の報告書 ········································· 27 

その他の情報 ································································ 29 

 

 

免責事項 

 この運用報告書の日本語版はセレクト・セクター SPDR®トラストの 2022年 9月 30

日付 Annual Report の記載事項の翻訳に基づいており、日本における投資家の参照用

に作成されたものです。投資家は、英語版および日本語版との間に齟齬が生じた場

合、英語版が優先されることにご留意下さい。 

 

(注)  本書において、米ドルの円貨換算は、2023 年 4 月 11 日現在の株式会社三菱

UFJ 銀行の対顧客直物電信売買相場仲値(1 米ドル＝133.48 円)による。また、

本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されてい

る場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必

ずしも一致するとは限らない。 

  なお、米ドルの円貨換算は、原文には含まれておらず、監査報告その他本書

面上の報告の対象たる財務諸表を構成するものではない。 
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パフォーマンスの概要に対する注記(未監査) 

 

純資産価額(以下｢NAV｣という。)による本ファンドのトータル・リターン、市場価格に基

づくトータル・リターンおよびそのベンチマーク・インデックスについてパフォーマンス

を示す表は、比較目的のためだけに記載されており、表示された期間を示している。本

ファンドの受益権 1 口当たりの NAV は、本ファンドの受益権 1 口の価額であり、資産総額

から負債総額を控除した後の額を発行済みの受益権数で除して計算される。NAV リターン

は、本ファンドの NAV を基準とし、市場リターンは、本ファンドの受益権 1 口当たり市場

価格を基準とする。市場リターンの計算に使われる市場価格は、本ファンドの受益権が上

場されている取引所における本ファンドの NAV の計算時の買い呼び値の最高額と売り呼び

値の最低額の中間値を用いて決定される。NAV および市場リターンは、配当とキャピタル

ゲインの分配金が、NAV により本ファンドに再投資されていることを前提としている。市

場リターンには、流通市場での取引について支払われる売買委託手数料は含まれていな

い。売買委託手数料を含めたとしたら、市場リターンはこれより低くなるものと思われ

る。 

 

インデックスは、特定の金融市場またはセクターについての統計的測定基準である。イン

デックスは、実際には証券ポートフォリオを有していないため、手数料または費用の控除

額は反映されない。これに対して、本ファンドのパフォーマンスは、こうした控除額のマ

イナスの影響を受ける。本インデックスのリターンは、収益、値上がり益および損失の全

ての項目と、配当およびその他の利益の再投資を反映している。 

 

金融セレクト・セクター指数は、S&P 500 指数の金融セクターの効果的な説明を行うこと

を追求している。当該指数には、以下の産業(多角的金融サービス、保険、銀行、資本市

場、モーゲージ不動産投資信託(以下｢REIT｣という。)、消費者金融および貯蓄・抵当・不

動産金融)の会社が含まれる。 

 

S&P 500 指数は 25 の業界にわたり、いずれも国内の証券取引所に上場されている 500 銘柄

で構成されている。 
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金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

(The Financial Select Sector SPDR® Fund) 

ファンドのパフォーマンスに関する経営陣による考察(未監査) 

 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド(The Financial Select Sector SPDR® Fund) (以下｢本

ファンド｣という。)は、費用の控除前の段階で、原則として、金融セレクト・セクター指

数(Financial Select Sector Index)を構成する企業の公開している持分証券の価額およびイール

ド・パフォーマンスに一致した投資結果を提供することを追求している。本ファンドのベ

ンチマークは金融セレクト・セクター指数(Financial Select Sector Index) (以下｢本インデック

ス｣という。)である。 

 

2022 年 9 月 30 日に終了する 12 ヶ月間(以下｢報告期間｣という。)について、本ファンドの

トータル・リターンは、-17.67%であり、本インデックスのトータル･リターンは、-17.65%

であった。本ファンドと本インデックスのリターンは、配当およびその他の利益の再投資

を反映している。本ファンドのパフォーマンスは、売買委託手数料および投資顧問費用を

含め、本ファンドの運用費用を反映している。本インデックスは運用されておらず、本イ

ンデックスのリターンは、リターンにマイナスの影響を及ぼす、いかなる種類の手数料お

よび費用も反映していない。費用および現金により、本ファンドのパフォーマンスと本イ

ンデックスのパフォーマンスに差が生じた。 

 

報告期間中、本ファンドの減少に寄与した多くの要因があった。ローンの伸びの低下およ

びイールド・カーブの逆行が重なり、銀行部門の潜在的な収益の問題について大きな懸念

を生じさせた。また、このセクターは、特に ESG および融資基準に重点を置いた規制環境

の強化に引き続き影響を受けた。報告期間中、市場が低迷したため、資産管理業務に重点

を置いた企業において収益の懸念が高まった。市場の低迷と相まって、不景気の懸念が非

常に高まり、不良債権の増加がバランスシートに記載されることに関する懸念をもたらし

たが、多くの措置により、企業および消費者はその他の多くの市場の低迷と比較すれば、

よい状態にあった。保険会社が収益および投資のリターンについてよりよい状況にあると

いう期待があったため、金利の上昇は、全ての構成要素にとって好ましくないというわけ

ではなかった。 

 

本ファンドは、報告期間中において、デリバティブには投資しなかった。 

 

個々の証券のレベルでは、報告期間中、本ファンドのパフォーマンスに最も貢献したの

は、Progressive Corporation、Arthur J. Gallagher & Co.および M&T Bank Corporation であっ

た。報告期間中、本ファンドのパフォーマンスに最もマイナスに寄与したのは、JPMorgan 

Chase & Co.、Bank of America Corp.および Citigroup Inc.であった。 
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上記の見解は、報告期間のみを通じた本ファンドのポートフォリオ・マネージャーの見解

を反映したもので、必ずしもアドバイザーの見解を全て反映しているものではない。この

見解は、市場その他の状況により常に変更されることがあり、アドバイザーは、この見解

を最新のものに更新する責任を負わない。この見解に投資助言として依拠することはでき

ない。ファンドの投資判断は多くの要素に基づいているため、この見解をファンドのため

に取引を行う意思を示すものとして、依拠することはできない。 

  



XLF 

財務諸表に対する注記を参照。 

4 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

パフォーマンスの概要(未監査) 

 

2022 年 9 月 30 日現在のパフォーマンス 
 累積トータル・リターン  平均年間トータル・リターン 

純資産価額 市場価格 

金融セレク

ト・セク

ター指数 

S&P500 指

数  純資産価額 市場価格 

金融セレク

ト・セク

ター指数 

S&P500 指

数 

1 年 -17.67% -17.59% -17.65% -15.47%  -17.67% -17.59% -17.65% -15.47% 

5 年 29.69% 29.81% 30.50% 55.55%  5.34% 5.36% 5.47% 9.24% 

10 年 190.01% 190.27% 193.74% 202.44%  11.24% 11.24% 11.38% 11.70% 

 

投資額 10,000 ドルの価値の変化の比較 

(純資産価額ベース) 

 

折れ線グラフは、累積トータル・リターンに基づく。 

 

直近の目論見書の手数料および費用の表に記載されている金融セレクト・セクターSPDR®

ファンドの費用総額の割合は、0.10%である。2022年 9月 30日に終了する会計期間に関す

る費用総額の割合については、財務ハイライトをご参照頂きたい。 

 

記載されているパフォーマンスは、過去のパフォーマンスを示すものであり、将来の結果

を保証するものではない。投資リターンと元本価値は変動するものであり、受益権を売却

した際に、利益を得ることも、損失が生じることもある。現在のパフォーマンスが、記載

されたものを上回ることも、下回ることもある。直近の月末のパフォーマンスについて

は、www.ssga.com をご覧頂きたい。リターンは、受益者が本ファンドの分配金または本

ファンドの受益権の償還もしくは売却に関して支払う租税の控除額は反映していない。詳

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド(a) 

金融セレクト・セクター指数(b) 

S&P500 指数(c) 
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細については｢パフォーマンスの概要に対する注記｣(1 頁)をご参照頂きたい。 
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金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

ポートフォリオ統計(未監査) 

 

2022 年 9 月 30 日現在の保有額上位 5 位 

 
銘  柄 市場価格 純資産に対する百

分比(%) 

Berkshire Hathaway, Inc. Class B 3,906,129,039 14.5% 
JPMorgan Chase & Co. 2,483,914,840 9.2 

Bank of America Corp. 1,711,196,145 6.3 

Wells Fargo & Co. 1,236,532,569 4.6 
Charles Schwab Corp. 889,505,883 3.3 

合  計 10,227,278,476 37.9% 

(保有額の上位 5 位は変わる可能性があり、本ファンドが特定の会社に投資し続けるという保証はない。) 

 

2022 年 9 月 30 日現在の産業別内訳* 

 

 

 
* 本ファンドの産業別内訳は、普通株式合計に対する百分比として表示されており、時間の経過とと

もに変化する可能性がある。 

  

消費者金融  4.7% 

多角的金融サービス  14.5% 

保険 20.1% 

銀行 33.7% 

資本市場  27.0% 



XLF 

財務諸表に対する注記を参照。 

7 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

投資一覧 

2022年 9月 30日 
銘  柄 口  数 価  額 

普通株式—99.7%   

銀行—33.6%   

Bank of America Corp. 56,662,124 $1,711,196,145 

Citigroup, Inc. 15,701,761 654,292,381 

Citizens Financial Group, Inc. 4,017,178 138,030,236 

Comerica, Inc. 1,056,223 75,097,455 

Fifth Third Bancorp. 5,547,331 177,292,699 

First Republic Bank. 1,480,999 193,344,419 

Huntington Bancshares, Inc. (a) 11,689,752 154,070,931 

JPMorgan Chase & Co. 23,769,520 2,483,914,840 

KeyCorp. 7,538,284 120,763,310 

M&TBankCorp. 1,423,335 250,962,427 

PNC Financial Services Group, Inc.   

(a) 3,324,638 496,767,410 

Regions Financial Corp. 7,547,026 151,468,812 

Signature Bank 508,940 76,849,940 

SVB Financial Group (b) 478,943 160,819,481 

Truist Financial Corp. 10,766,469 468,772,060 

US Bancorp. 10,958,941 441,864,501 

Wells Fargo & Co. 30,744,221 1,236,532,569 

Zions Bancorp NA 1,222,799 62,191,557 

  9,054,231,173 

資本市場—26.9%   

Ameriprise Financial, Inc. 876,758 220,899,178 

Bank of New York Mellon Corp. 5,960,343 229,592,412 

BlackRock, Inc. 1,222,113 672,504,342 

Cboe Global Markets, Inc. 857,423 100,635,737 

Charles Schwab Corp. 12,376,595 889,505,883 

CME Group, Inc. 2,913,475 516,063,827 

FactSet Research Systems, Inc. 308,243 123,331,107 

FranklinResources, Inc. (a) 2,302,604 49,552,038 

Goldman Sachs Group, Inc. 2,766,652 810,767,369 

Intercontinental Exchange, Inc. 4,526,861 409,001,891 

Invesco, Ltd. (a) 3,687,070 50,512,859 

MarketAxess Holdings, Inc. 305,077 67,876,582 

Moody’s Corp. 1,279,464 311,050,493 

Morgan Stanley 10,854,143 857,585,838 

MSCI, Inc. 652,424 275,185,919 

Nasdaq, Inc. 2,747,038 155,702,114 

Northern Trust Corp. 1,684,773 144,149,178 

Raymond James Financial, Inc. 1,572,239 155,368,658 

S&P Global, Inc. 2,761,632 843,264,331 

State StreetCorp. (c) 2,979,555 181,186,739 

T Rowe Price Group, Inc. (a) 1,837,681 192,974,882 

  7,256,711,377 

消費者金融—4.7%   

American Express Co. 4,861,882 655,916,500 

Capital One Financial Corp. 3,111,353 286,773,406 

Discover Financial Services. 2,214,374 201,330,884 

Synchrony Financial 3,905,056 110,083,529 

  1,254,104,319 

多角的金融サービス—14.5%  

Berkshire Hathaway, Inc. Class B   

(b) 14,628,601 3,906,129,039 

   

保険—20.0%   

Aflac, Inc. 4,660,888 261,941,906 

AllstateCorp. 2,190,695 272,807,248 

American International Group, Inc. 6,163,757 292,655,182 

Aon PLCClassA 1,709,799 458,003,858 

Arthur J Gallagher & Co. 1,704,663 291,872,399 

Assurant, Inc. 438,530 63,705,253 

Brown & Brown, Inc. 1,892,104 114,434,450 

Chubb, Ltd. 3,384,989 615,661,799 

Cincinnati Financial Corp. (a) 1,290,316 115,573,604 

Everest Re Group, Ltd. 318,924 83,698,415 

Globe Life, Inc. 733,051 73,085,185 

Hartford Financial Services Group,   

Inc. 2,619,317 162,240,495 

Lincoln National Corp. 1,255,588 55,132,869 

LoewsCorp. 1,621,058 80,793,531 

Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,044,866 603,858,045 

MetLife, Inc. 5,430,472 330,064,088 

Principal Financial Group, Inc. (a) 1,879,019 135,571,221 

Progressive Corp. 4,740,906 550,940,686 

Prudential Financial, Inc. 3,015,078 258,633,391 

TravelersCos., Inc. 1,923,712 294,712,679 

W R Berkley Corp. 1,655,638 106,921,102 

Willis TowersWatson PLC 891,184 179,074,513 

  5,401,381,919 

普通株式合計   

(コスト $35,449,402,110)  26,872,557,827 

   

短期投資—0.7%   

State Street Institutional Liquid   

Reserves Fund, Premier Class   

銘  柄 口  数 価  額 

3.01%(d) (e) 62,474,114 62,486,609 

State Street Navigator Securities   

Lending Portfolio II (c) (f) 122,805,648 122,805,648 

   

短期投資合計   

(コスト $185,285,866)  185,292,257 

   

投資合計—100.4%   

(コスト $35,634,687,976)  27,057,850,084 

   

その他資産を超過する負債—(0.4)%   

  (103,916,637) 

純資産 — 100.0%  $26,953,933,447 

 
(a) 証券の現物の全てまたは一部は 2022 年 9 月

30 日現在貸し付けられている。 

(b) 無配証券 

(c) 本ファンドは、関係会社に投資した。2022

年 9 月 30 日に終了する期間中のこれらの取

引に関する金額は、以下の関係会社表に記

載されている。 

(d) 本ファンドは、SSGA ファンズ・マネジメン

ト・インクが運用する特定のマネー・マー

ケット・ファンドに投資した。2022 年 9 月

30 日終了年度におけるこれらの取引に関連

する金額は、以下の関係会社表に示されて

いる。 

(e) 記載利率は 2022 年 9 月 30 日現在における 7

日間の年間利回りである。 

(f) 貸付証券の現金担保の投資 
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以下の表は、2022 年 9 月 30 日現在の公正価値ヒエラルキーによる本ファンドの投資価額

の概要である。 

 

銘  柄 

レベル 1 — 

相場価格 

レベル 2 — 

その他の重要

な観察可能な

インプット 

レベル 3 — 

重要な観察不

能なインプッ

ト 合  計 

資  産：     

投  資：     

普通株式 $26,872,557,827 $— $— $26,872,557,827 

短期投資 185,292,257 — — 185,292,257 

投資合計 $27,057,850,084 $— $— $27,057,850,084 

 

関係会社表 

 
 保有口数 

(2021 年 9

月 30 日現

在) 

価額 

(2021 年 9 月

30 日現在) 購入費用 

受益権売却手

取金 

実現利益(損

失) 

未実現増価/減

価の変動 

保有口数 

(2022 年 9

月 30 日現

在) 

価額 

(2022 年 9 月

30 日現在) 受取配当 

State Street Corp. 3,542,553 $300,125,090 $296,718,146 $323,704,447 $(10,423,776) $(81,528,274) 2,979,555 $181,186,739 $8,070,799 

State Street Institutional Liquid 

Reserves Fund, Premier 
Class 43,504,448 43,513,149 1,266,410,020 1,247,432,294 (10,657) 6,391 62,474,114 62,486,609 374,906 

State Street Navigator Securities 

Lending Portfolio II 3,282,379 3,282,379 1,631,237,877 1,511,714,608 — — 122,805,648 122,805,648 100,662 

合  計  $346,920,618 $3,194,366,043 $3,082,851,349 $(10,434,433) $(81,521,883)  $366,478,996 $8,546,367 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

貸借対照表 

2022年 9月 30日 
 

 
金融セレクト・

セクターSPDR®

ファンド 

資  産  

関係を有していない発行体への投資(評価額)* $26,691,371,088 

関係を有する発行体への投資(評価額) 366,478,996 

投資合計 27,057,850,084 

外国通貨(評価額) 1,542 

ブローカー預け現金純額 — 

現金 — 

売却投資債権 — 

セレクト・セクターSPDR®受益権の現物取引に関連する収益の債務 — 

未収配当 — 関係を有していない発行体 24,274,102 

未収配当 — 関係を有する発行体 136,597 

有価証券貸付未収収益 — 関係を有していない発行体 — 

有価証券貸付未収収益 — 関係を有する発行体 18,149 

前払費用およびその他の資産 72,299 

資産合計 27,082,352,773 

負  債  

カストディアンに対する債務 4,055 

借入証券返還債務 122,805,648 

投資買入債務 — 

セレクト・セクターSPDR®受益権の現物取引に関連する収益の債務 244,077 

ブローカー未収金 – 未決済先物契約の累積変動証拠金 — 

未払投資顧問およびアドミニストレーション報酬 788,211 

未払カストディアン報酬 175,187 

未払販売手数料 1,041,324 

未払均一手数料 732,963 

受託者の未払報酬および費用 111 

未払ライセンス料 2,299,602 

未払登録および届出手数料 123,001 

未払専門家報酬 108,875 

未払印刷費および郵送費 96,272 

未払費用およびその他の負債 — 

負債合計 128,419,326 

純 資 産 $26,953,933,447 

純資産の内訳：  

払込資本 $36,653,701,816 

配当可能利益(損失)合計 (9,699,768,369) 

純 資 産 $26,953,933,447 

受益権 1口当たり純資産価額  

受益権 1 口当たり純資産価額 $30.31 

発行済受益権(授権額の上限なし、額面価額 0.01 ドル) 889,145,427 

投資費用：  

関係を有していない発行体への投資 $35,159,325,096 

関係を有する発行体への投資 475,362,880 

投資費用総額 $35,634,687,976 

外国通貨(実費) $1,542 

*貸付証券への投資額を含む(評価額) $121,823,457 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

損益計算書 

2022年 9月 30日終了年度 
 金融セレクト・

セクターSPDR
®

ファンド 

投資利益  

受取配当 — 関係を有していない発行体 $752,020,075 

受取配当 — 関係を有する発行体 8,445,705 

関係を有していない発行体の有価証券貸付収益 78,211 

関係を有する発行体の有価証券貸付収益 100,662 

源泉徴収外国税 — 

投資利益(損失)合計 760,644,653 

費  用  

投資顧問およびアドミニストレーション報酬 11,983,348 

販売手数料 9,213,610 

ライセンス料 12,320,346 

カストディアン報酬 235,848 

均一手数料 3,072,794 

受託者の報酬および費用 476,646 

登録および届出手数料 125,183 

専門家報酬 199,033 

印刷費および郵送費 1,443,124 

保険費用 93,459 

雑費用 725,894 

費用合計 39,889,285 

純投資利益(損失) $720,755,368 

実現および未実現利益(損失)  

純実現利益(損失)の内訳：  

投資 — 関係を有していない発行体 (271,244,478) 

投資 — 関係を有する発行体 (10,434,433) 

現物償還 — 関係を有していない発行体 3,126,080,025 

外国通貨取引 (4) 

先物契約 — 

純実現利益(損失) 2,844,401,110 

未実現増価(減価)の純変動額の内訳：  

投資 — 関係を有していない発行体 (10,770,352,548) 

投資 — 関係を有する発行体 (81,521,883) 

先物契約 — 

未実現増価(減価)の純変動額 (10,851,874,431) 

純実現および未実現利益(損失) (8,007,473,321) 

運用による純資産の純増加(減少) $(7,286,717,953) 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

純資産変動計算書 

 
 金融セレクト・セクターSPDR®ファ

ンド 

 2022 年 9 月 30 日

終了年度 

2021 年 9 月 30 日

終了年度 

運用による純資産の増加(減少)：   

純投資利益(損失) $720,755,368 $610,422,895 

純実現利益(損失) 2,844,401,110 5,580,105,015 

未実現増価(減価)の純変動額 (10,851,874,431) 6,478,241,704 

運用による純資産の純増加(減少) (7,286,717,953) 12,668,769,614 

純平準化貸記額および借記額 (26,262,713) 15,669,602 

受益者への分配金 (694,964,954) (620,652,967) 

受益権(持分)取引による内訳：   

受益権売却手取金 49,626,705,184 58,491,980,218 

償還受益権費用 (55,103,779,237) (46,773,810,008) 

純利益平準化 26,262,713 (15,669,602) 

受益権(持分)取引による純資産の純増加(減少) (5,450,811,340) 11,702,500,608 

当期間中の純資産の純増加(減少) (13,458,756,960) 23,766,286,857 

期首における純資産 40,412,690,407 16,646,403,550 

期末における純資産 $26,953,933,447 $40,412,690,407 

受益権(持分)口数：   

売却受益権数 1,339,600,000 1,797,500,000 

償還受益権数 (1,527,200,000) (1,412,600,000) 

受益権取引による純増加(減少) (187,600,000) 384,900,000 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

財務ハイライト 

各期間中の 1口当たりの発行済受益権に関する主要なデータ 
 
 金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

 2022 年 9 月

30 日終了年

度 

2021 年 9 月

30 日終了年

度 

2020 年 9 月

30 日終了年

度 

2019 年 9 月

30 日終了年

度(a) 

2018 年 9 月

30 日終了年

度(a) 

期首純資産価額 $37.53 $24.06 $28.02 $27.58 $25.84 

投資活動による利益(損失)：      

純投資利益(損失) (b) 0.68 0.61 0.60 0.57 0.48 

実現および未実現の純利益(損失) (c) (7.21) 13.44 (3.94) 0.46 1.73 

投資活動による合計 (6.53) 14.05 (3.34) 1.03 2.21 

純平準化貸記額および借記額(b) (0.02) 0.02 (0.02) (0.03) 0.01 

受益者への分配金原資の内訳：      

純投資利益 (0.67) (0.60) (0.60) (0.56) (0.48) 

期末純資産価額 $30.31 $37.53 $24.06 $28.02 $27.58 

トータル・リターン(d) (17.67)% 58.79% (11.98)% 3.81% 8.58% 

比率および補足データ：      

期末純資産(単位：1,000) $26,953,933 $40,412,690 $16,646,404 $22,552,204 $31,053,806 

平均純資産に対する比率：      

費用合計 0.10% 0.11% 0.13% 0.13% 0.13% 

純投資利益(損失) 1.83% 1.80% 2.30% 2.13% 1.72% 

ポートフォリオの回転率(e) 4% 3% 4% 4% 3% 

 

(a) 本ファンドは、2020 年 9 月 30 日に終了した年度から、アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー

が監査を行った。過年度は別の独立登録公認会計事務所が監査を行った。 

(b) 受益権 1 口当たりの数字は発行済平均受益権数を用いて計算されており、当年度の受益権 1 口当た

りのデータをより適切に示している。 

(c) 1 口当たりの発行済受益権について本項目に示された額は、本ファンドの市場価格の変動に関連し

て、本ファンドの受益権の売却および買戻しの時期により、当会計期間の有価証券の損益総額の変

動と一致していないことがある。 

(d) トータル・リターンは、各報告期間の初日に受益権が純資産価額で購入され、末日に純資産価額で

売却されたという前提で計算されている。この計算の目的上、分配金は、各分配金の各支払日に受

益権 1 口当たり純資産価額で再投資されることを前提としている。1 年に満たない期間のトータル・

リターンは、年率換算されていない。売買委託手数料はこの計算には含まれていない。 

(e) ポートフォリオの回転率には、セレクト・セクターSPDR®受益権の現物による設定または償還の手

続きにおいて引き渡されたまたは引き渡した有価証券は含まれていない。 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

財務諸表に対する注記 

2022年 9月 30日 

 

1. 設  立 

 

セレクト・セクターSPDR®トラスト(以下｢本トラスト｣という。)は、1940 年投資会社

法(その後の改正を含む。) (以下｢1940 年法｣という。)に基づき登録されたマサチュー

セッツ州のビジネス・トラストであり、オープンエンド型の投資会社である。 

 

2022 年 9 月 30 日現在、本トラストは 11 のシリーズから構成されており、各シリーズ

が、本トラストの別個のシリーズの受益権に相当する。本トラストの信託宣言におい

て、本トラストの受託者会(以下｢受託者会｣という。)は、額面価額 0.01 ドル(1.33 円)の

受益権を無制限に発行する権限を認められている。本書に記載されている財務諸表

は、以下に記載のシリーズ(以下個別にまたは集合的に｢本ファンド｣という。)に関す

るものである。 

 

コミュニケーション･サービス・セレクト・セクターSPDR®ファンド 

一般消費財セレクト・セクターSPDR®ファンド 

生活必需品セレクト・セクターSPDR®ファンド 

エネルギー・セレクト・セクターSPDR®ファンド 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 

ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR®ファンド 

資本財セレクト・セクターSPDR®ファンド 

素材セレクト・セクターSPDR®ファンド 

不動産セレクト・セクターSPDR®ファンド 

テクノロジー・セレクト・セクターSPDR®ファンド 

公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンド 

 

本ファンドは、1940 年法上の分散投資を行わない投資会社に分類される。 

 

本トラストの組織関連書類に基づき、本トラストの役員および受託者は、本トラスト

に対する職務の遂行に起因する一定の責任について補償される。本トラストは(1940 年

法において定義される)｢利害関係者｣ではない各受託者(以下個別に｢独立受託者｣とい

う。)との間で、前述のものと一致する本トラストによる独立受託者の補償を定め、費

用の補償および立替えを要求し、それらを受けるための手続きを提供する補償契約を

締結している。さらには、通常の業務過程において、本トラストは、一般的な補償条
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項を定めた契約をサービス提供者と締結する。こうした取り決めに基づき本トラスト

が負う可能性のあるリスクの最大値は不明である。それは、本トラストに対してなさ

れる可能性のある未発生の将来の請求を含むためである。 

 

2. 重要な会計方針の概要 

 

以下は、本トラストが財務諸表を作成するに当たって従った重要な会計方針の概要で

ある。 

 

米国で一般に認められた会計原則(以下｢U.S. GAAP｣という。)に従って財務諸表を作成

するには、経営陣は、財務諸表における計上額および開示内容に影響する見積もりお

よび仮定を行わなければならない。実際の結果はこうした見積もりと相違することが

ありうる。本ファンドは、U.S. GAAP で定める投資会社にあたり、投資会社に適用さ

れる会計および報告に関するガイダンスに従っている。 

 

証券の評価 

 

本ファンドの投資対象は、ニューヨーク証券取引所(以下｢NYSE｣という。)の各営業日

の公正価値、および財務報告の目的においては報告日現在(報告期間の終了日が NYSE

の休業日である場合)の公正価値で評価される。公正価値とは、測定日時点の市場参加

者間の秩序ある取引においてファンドが資産の売却時に受け取るかまたは負債の譲渡

時に支払うであろう価格と一般に定義される。その性質上、公正価値価格は現在の売

却における評価の誠実な見積もりであり、実際の市場価格を反映するとは限らない。

本ファンドの投資対象は、監視委員会(以下｢委員会｣という。)が策定し、受託者会が

承認した方針および手続きに従って評価される。委員会は、本ファンドに係る投資の

評価の監視を行う。受託者会は、投資の公正価値の決定の監督について責任を負う。 

 

本ファンドの投資対象を評価するにあたって用いられる評価手法は、主要なカテゴ

リー別に以下のとおりとなっている。 

 

• 認可証券取引所に上場されている、市場相場を容易に入手できる株式投資(上場投

資信託である登録投資会社を含む。)は、その取引されている主たる市場または取

引所における直近の売買価格または公式終値(該当する場合)で評価される。認可

取引所で取引される株式投資で当該日において取引がなかった場合は、直近に公

表された売却価格または公正価値で評価される。 

 

• 取引所に上場されていない登録投資会社(マネー・マーケット・ファンドを含
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む。)またはその他のユニット化された合同運用ビークルへの投資は、当日の公表

された受益権またはユニット 1口当たりの純資産価額(以下｢NAV｣という。)で評価

される。 

 

• 上場先物契約は、最も売買高が多い発行市場における最終清算価格で評価され

る。認可取引所で取引される上場先物契約で当該日において取引がなかった場合

は、独立した価格情報サービスやブローカーから入手した直近の報告売買価格ま

たは公正価値で評価される。 

 

価格もしくは相場を容易に入手できないか、またはこれらの評価方法の適用により得

られる投資の価格がかかる投資の公正価値を表さないとみなされる場合には、受託者

会が承認した評価方針および手続きに従い、委員会が公正価値を誠実に決定する。 

 

公正価値に基づき価格を設定する場合、本ファンドの NAV の算出に用いた価格と本

ファンドの該当するセレクト・セクター指数が用いた価格が異なる可能性があり、そ

の結果、本ファンドのパフォーマンスと本ファンドの該当するセレクト・セクター指

数のパフォーマンス間に差異をもたらす可能性がある。本ファンドの投資対象の価値

を決定するにあたっては、様々なインプットが用いられる。 

 

本ファンドは、同一の資産または負債に係る活発な市場における容易に入手可能な未

調整の公表価格(レベル 1 測定)に最も高い優先順位を与え、市場価格が容易に入手可能

でないかまたは信頼性がない場合における観察不能なインプット(レベル 3 測定)に最も

低い優先順位を与えるという、評価手法に対するインプットに優先順位を付ける 3 つ

の大まかなレベルで構成される公正価値ヒエラルキーを用いて、本ファンドの資産お

よび負債を公正価値で評価する。当該ヒエラルキーの中で決定された投資の価値の分

類は、当該投資の価格決定の透明性に基づいており、必ずしも本ファンドへの投資に

関連するリスクを示すものではない。 

 

公正価値ヒエラルキーの 3 つのレベルは以下のとおりである。 

 

• レベル 1 ― 同一の資産または負債に係る活発な市場における未調整の公表価格 

 

• レベル 2 ― レベル 1に含められる公表価格以外の、当該資産または負債に係る直

接的または間接的に観察可能なインプット(活発な市場における類似の資産もしく

は負債の公表価格、活発とみなされない市場における同一もしくは類似の資産も

しくは負債の公表価格、公表価格以外の当該資産もしくは負債に係る観察可能な

インプット(為替レート、金融条件、金利、イールド・カーブ、ボラティリティ、
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繰上返済の速さ、損失の規模、信用リスク、デフォルト率等)、またはその他の市

場に裏付けられたインプットを含む。) 

 

• レベル 3 ― 当該資産または負債に係る観察不能なインプット(委員会が投資の公

正価値を決定する際に用いる前提事項を含む。) 

 

2022 年 9 月 30 日現在の公正価値ヒエラルキーにおける本ファンドの投資の価値は、本

ファンドの投資一覧に開示されている。 

 

投資取引および収益認識 

 

投資取引は、財務報告の目的上、取引日に会計処理される。投資の売却または処分お

よび外国為替取引による実現損益(もしあれば)は、個別原価法で算定される。 

 

配当収益とキャピタルゲインの分配(もしあれば)は、外国税源泉徴収(もしあれば)後の

純額で権利落ち日または情報が入手可能になった時に認識される。株式の形で受け取

る非現金配当(もしあれば)は、公正価値で配当収益として計上される。本ファンドが

受け取る分配には、経営陣が見積もる資本の返還が含まれている可能性がある。かか

る額は、投資費用の減少として計上されるか、またはキャピタルゲインとして再分類

される。 

 

一部の本ファンドは不動産投資信託(以下｢REIT｣という。)に投資を行う。REIT は毎年

その分配の税務上の特性を決定し、その分配の一部を資本の返還またはキャピタルゲ

インとして位置付けることができる。本ファンドの方針は、当初にすべての REIT の分

配を配当収益として計上し、実際の情報がまだ報告されていない分配の一部の再指定

に関する REIT および/または SSGA ファンズ･マネジメント･インク(以下｢アドバイ

ザー｣または｢SSGA FM｣という。)の予測により提供された情報に基づき、分配の一部

を期末の資本の返還またはキャピタルゲインの分配として再指定することである。 

 

費  用 

 

特定の費用(特定の本ファンドについて直接確認されるもの)は、本トラストの当該本

ファンドの負担となる。特定の本ファンドに帰属させることのできないその他の費用

は、費用の性質および種類と本トラストの本ファンドの関連する純資産を斟酌した上

で、公平と思われる方法により配分される。 
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外 国 税 

 

本ファンドは、収益、株式配当、投資または一定の外国通貨取引にかかる実現および

未実現キャピタルゲインに対して外国税の賦課を受ける可能性がある(なお、かかる税

の一部は返還請求が可能な場合がある。)。外国税は、本ファンドが投資を行う外国の

法域において適用される外国の税制および税率に関する、SSGA FM の理解に従って計

上される。これらの外国税(もしあれば)は、本ファンドが支払いを行い、本ファンド

の損益計算書に反映される(適用される場合)。2022 年 9 月 30 日時点の未払外国税また

は繰延外国税(もしあれば)は、本ファンドの貸借対照表に開示される。 

 

平 準 化 

 

本ファンドは｢平準化｣として知られる会計実務に従っており、これにより本ファンド

の受益権の売却手取金および再取得費用の一部(取引日の分配可能な純投資利益の額と

受益権 1 口当たりベースで同額のもの)は、未分配の純投資利益に貸記または借記され

る。そのため、受益権 1 口当たりの未分配の純投資利益は、本ファンドの受益権の売

却または再取得による影響を受けない。平準化に関連する額は、純資産変動計算書で

確認することができる。 

 

分  配 

 

純投資利益(もしあれば)からの分配金は、四半期ごとに宣言され、支払われる。純実

現キャピタルゲイン(もしあれば)は、年に 1 回分配される。配当については、本イン

デックスのトラッキングを改善するため、または 1986年内国歳入法典(その後の改正を

含む。) (以下｢内国歳入法典｣という。)の分配に関する要件を遵守するために、多数回

にわたって、または、いかなるときでもその宣言および支払いを行うことがある。分

配される利益およびキャピタルゲインの金額および性質は、適用される税務規則に

従って決定されるが、U.S. GAAP の目的で認識される純投資利益および実現利益とは

異なる場合がある。 

 

3. デリバティブ金融商品 

 

先物契約 

 

本ファンドは、その目標の達成のために先物契約を締結することがある。先物契約

は、金融商品を決められた価格で将来の日付に売買するための標準化された、取引所

で取引される契約である。本ファンドは、先物契約を締結する際に、清算機関の最低



XLF 

 

18 

当初委託証拠金と等しい金額の現金または証券をブローカーに委託することが義務付

けられている。預託を受けた有価証券(もしあれば)は、投資一覧で指定されており、

預託を受けた現金(もしあれば)は、貸借対照表のブローカー預け現金純額に含まれて

いる。本ファンドはその後、契約上の価額の日々の累積変動額、為替レートおよび/ま

たはその他の取引手数料に等しい額を支払うか、受け取ることとなる。これらの支払

いの累積額は、対応する未実現の損益と相殺した上で、受取変動証拠金または支払変

動証拠金として計上される。本ファンドは、契約が終了した時点で実現損益を認識す

る。 

 

契約期間中に市場金利や原商品価格の不利な変動により先物契約価格が下落した場

合、または契約相手方が契約上の義務を履行しなかった場合、損失が発生することが

ある。先物契約の利用においては、先物契約価格の変動が当該契約の原資産の変動と

相関しないというリスクもある。 

 

4. 関係会社への報酬および関係会社との取引 

 

投資顧問およびアドミニストレーション報酬 

 

本トラストは、本ファンドのために、SSGA FM と投資顧問契約を締結している。本

ファンドに対するアドバイザリー・サービスとして、本ファンドは日々発生する月々

の報酬をアドバイザーに支払う。投資顧問報酬は、本トラストの日次の平均純資産額

に基づき計算され、各セレクト・セクターSPDR®ファンドに対して本ファンドの関連

する純資産額に比例して割り当てられる。投資顧問報酬は次のようにスライド方式で

計算されるようになった。純資産額が、(i)0～125 億ドル(0 円～1,668,500,000,000 円)の

範囲については、本トラストの日次の平均純資産額の 0.05%、 (ii)125 億ドル

(1,668,500,000,000 円)超～300 億ドル(4,004,400,000,000 円)までの範囲については、本ト

ラストの日次の平均純資産額の 0.04%、(iii)300 億ドル(4,004,400,000,000 円)超～500 億

ドル(6,674,000,000,000 円)までの範囲については、本トラストの日次の平均純資産額の

0.035%、(iv)500 億ドル(6,674,000,000,000 円)超～1,000 億ドル(13,348,000,000,000 円)ま

での範囲については、本トラストの日次の平均純資産額の 0.03%、(v)1,000 億ドル

(13,348,000,000,000 円)超～1,500 億ドル(20,022,000,000,000 円)までの範囲については、

本トラストの日次の平均純資産額の 0.0285%、(vi)1,500 億ドル(20,022,000,000,000 円)超

～2,000 億ドル(26,696,000,000,000 円)までの範囲については、本トラストの日次の平均

純資産額の0.0271%、(vii)2,000億ドル(26,696,000,000,000円)を超える部分については、

日次の平均純資産額の 0.0256%。アドバイザーは随時、報酬の全部または一部を放棄

することができる。 
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アドバイザーは 2022 年 1 月 31 日までその投資顧問報酬の一部を放棄し、費用の一部

を償還することを契約により合意しており、そのためコミュニケーション・サービ

ス・セレクト・セクターSPDR®ファンドの年間本ファンド運営費用は、該当する本

ファンドの日次の平均純資産(経常外アカウント手数料および費用を除く。)の 0.1345%

以下に制限された。この報酬の放棄および/または償還は、放棄または償還した金額を

アドバイザーが取り戻すことは規定していない。2022 年 9 月 30 日に終了した年度にお

いては、アドバイザーはコミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR®

ファンドの投資顧問報酬の放棄または費用の償還を行っていない。この報酬の放棄お

よび/または償還は、2022 年 1 月 31 日に失効した。 

 

また、本トラストは SSGA FM との間で、SSGA FM が本ファンドのアドミニストレー

ターとして従事するためのアドミニストレーター契約を締結した。本ファンドに対す

るアドミニストレーション・サービスとして、本ファンドは日次の平均純資産額に対

し 0.0006%で日々発生する月々の報酬を SSGA FM に支払う。 

 

均一手数料 

 

アドバイザーの関係会社であるステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・

カンパニー(State Street Bank and Trust Company) (以下｢ステート・ストリート｣という。)

が本トラストの本ファンドのカストディアン、サブアドミニストレーターおよび名義

書換代理人を務めている。本ファンドは、ステート・ストリートに対し本ファンドに

提供するカストディー、サブアドミニストレーションおよび名義書換代理人サービス

の対価として、｢均一｣手数料を支払う。均一手数料は、本トラストの日次の平均純資

産額に基づき計算され、各セレクト・セクターSPDR®ファンドに対して、本ファンド

の関連する純資産額に比例して割り当てられる。2018 年 1 月 1 日より、均一手数料体

系が変更され、次のように計算される。純資産額が、 (i)0～500 億ドル (0 円～

6,674,000,000,000 円)の範囲については、本トラストの日次の平均純資産額の 0.015%、

(ii)500 億ドル(6,674,000,000,000 円)超～750 億ドル(10,011,000,000,000 円)の範囲について

は、本トラストの日次の平均純資産額の 0.0125%、(iii)750 億ドル(10,011,000,000,000 円)

超～1,000 億ドル(13,348,000,000,000 円)の範囲については、本トラストの日次の平均純

資 産 額 の 0.01% 、 (iv)1,000 億 ド ル (13,348,000,000,000 円 ) 超 ～ 4,000 億 ド ル

(53,392,000,000,000円)の範囲については、本トラストの日次の平均純資産額の 0.004%、

(v)4,000 億ドル(53,392,000,000,000 円)を超える部分については、本トラストの日次の平

均純資産額の 0.0025%。 

 

ステート・ストリートは、ステート・ストリート・コーポレーション (State Street 

Corporation)の完全子会社である。 
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関係会社とのその他の取引―証券貸付 

 

ステート・ストリートは本ファンドの関係会社であり、2017 年 7 月 10 日付の変更およ

び書換済み証券貸付授権契約(その後の変更を含む。)に基づき、本ファンドの証券貸

付代理人も務めている。 

 

2022 年 1 月 1 日を効力発生日として、ステート・ストリートが現金担保または(借入人

に支払われる割戻しの控除後の)手数料収入の投資により回収した純手取金は、次のと

おり支払われる。暦年初来の純手取金が参加する関係ファンド全てに関して特定の最

低基準を下回る場合には、本ファンドは、純手取金の 85%を保持し、かかる純手取金

の 15%がステート・ストリートに支払われる。暦年初来の純手取金が特定の最低基準

を上回る日後の営業日から、本ファンドは、純手取金の 90%を保持し、かかる純手取

金の 10%がステート・ストリートに支払われる。2022 年 1 月 1 日より前は、純手取金

は、85%が本ファンド、15%がステート・ストリートに支払われていた。 

 

さらに、貸付活動による現金担保は、SSGA FM が投資顧問を務める、関係を有する

ファンドであるステート・ストリート・ナビゲーター・セキュリティーズ・レンディ

ング・ポートフォリオ II(State Street Navigator Securities Lending Portfolio II)に投資され

る。証券貸付に関する追加の情報については注記 10 を参照。 

 

関係会社とのその他の取引 

 

本ファンドは、関係会社に投資することがあり、これには、ステート・ストリート・

コーポレーション(State Street Corporation)、関係ファンド、または、本ファンドが当該

法人の議決権付証券もしくは発行済株式の 5%超を所有している結果として関係会社と

みなされる法人により発行された証券が含まれる。2022 年 9 月 30 日終了年度中におけ

るこれらの取引に関連する金額は、本ファンドの投資一覧で開示されている。 

 

カストディアンに対する債務 

 

特定の状況では、費用の支払い、資本取引、証券の取引、投資活動またはデリバティ

ブ取引のために、本ファンドがカストディアンとの間で当座借越しを有することがあ

る。カストディアンに対する債務(もしあれば)の金額は、本ファンドの関係会社であ

るカストディアンとしてのステート・ストリートの当座借越金に反映する。 
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5. 追加費用 

 

販売会社 

 

ALPS ポートフォリオ・ソリューションズ・ディストリビューター・インク (ALPS 

Portfolio Solutions Distributor, Inc.) (以下｢販売会社｣という。)は本ファンドの受益権を販

売する役割を担う。1940 年法のルール 12b-1 に従い本ファンドが適用した販売・サー

ビス計画に基づき、本ファンドには、販売会社への手数料を含めて、本ファンドの日

次の平均純資産額に対して年率 0.25%の手数料を支払うことが認められている。受託

者会は、2022 年 2 月 1 日から本ファンドのルール 12b-1 に基づく手数料の上限を日次

の平均純資産額の 0.02%の年率に定めることにした(2022 年 2 月 1 日より前は、適用さ

れる本ファンドのルール 12b-1 に基づく手数料の上限は日次の平均純資産額の 0.03%の

年率に定められていた。)。この制限は少なくとも 2023 年 1 月 31 日までの間効力を有

する。 

 

ライセンス料 

 

S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズ LLC(S&P Dow Jones Indices LLC)および S&P

グローバル(S&P Global) (以下｢S&P｣という。)の子会社である S&P オプコ LLC(S&P 

Opco, LLC)ならびに NYSE アーカ・インク(NYSE Arca, Inc.)は、直接または関係会社を

通して、本ファンドのセレクト・セクター指数につきライセンス契約を締結した。

2022 年 1 月 1 日を効力発生日として、本ファンドは直近の会計年度の財務ハイライト

に記載されている費用比率合計の割合に比例する年間のサブライセンス料を S&P に支

払う。この割合は、本ファンドの日次の平均純資産に適用される。今後のサブライセ

ンス料の割合は、その時点の年次報告書に記載されている本ファンドの直近の費用比

率合計に適用され、当該本ファンドの日次の平均純資産に適用される割合の一覧に比

例する。2022 年 1 月 1 日より前は、本トラストは年間のサブライセンス料として、本

トラストの全シリーズの平均純資産額の 0.06%を S&P に支払っていた。ただし、料率

は一定のブレークポイントにより変動する。本ファンドは、それぞれの関連する純資

産額に比例する年間のサブライセンス料を支払った。各シナリオに基づいて、S&P に

対する手数料は、通常四半期ごとに支払われる。 

 

6. 受託者の報酬 

 

独立受託者および利害関係のある非運用受託者の報酬および費用は、本ファンドによ

り直接支払われる。独立受託者および利害関係のある非運用受託者は、会議への出席

および業界のセミナーに関連する出張およびその他の現金支払費用の補償を受ける。 
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7. 投資取引 

 

2022 年 9 月 30 日に終了する年度について、投資の購入額および売却額(現物による取

引および短期投資を除く。)は以下のとおりであった。 
 購 入 額 売 却 額 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 1,577,408,160 1,569,812,351 

 

2022 年 9 月 30 日終了年度について、本ファンドの現物による設定、償還および純実現

利益/損失額は以下のとおりである。 
 

現物による設定 現物による償還 

現物による純実現

利益/(損失) 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 38,546,032,338 44,019,033,634 3,126,080,025 

 

8. 受益者の取引 

 

本ファンドは、所定の数の受益権の総数またはその倍数(以下｢クリエイション・ユ

ニット｣という。)の単位でのみ、NAV で本ファンドごとに受益権を発行し、償還す

る。本ファンドの受益権は、クリエイション・ユニットにまとめられている場合を除

いて、償還されない。本ファンドの資本受益権の取引は、純資産変動計算書で詳細に

開示されている。 

 

本ファンドのクリエイション・ユニットの購入対価は、指定された証券ポートフォリ

オの現物預託および指定された金額の現金によって構成することができる。クリエイ

ション・ユニットを購入し、その償還を受ける投資家は、購入取引料金と償還取引料

金を直接本トラストおよび/またはカストディアンに支払うことにより、クリエイショ

ン・ユニットの発行および償還に関連する譲渡およびその他の取引費用を相殺するこ

とができ、現金を対価とするクリエイション・ユニットもその対象に含まれる。特定

の取引には、追加的な変動料金が課されることがある。当該変動料金 (もしあれば)

は、純資産変動計算書の｢その他の元本｣に含まれる。 

 

9. 所得税の情報 

 

本ファンドは、1986 年内国歳入法典(その後の改正を含む。)サブチャプターM におけ

る｢規制対象投資会社｣としての要件を満たしており、今後も要件を満たす意向であ

る。本ファンドは、各会計年度について課税所得(純実現キャピタルゲインを含む。)

を分配する限り、連邦所得税の対象とはならない。したがって、連邦所得税引当金を

計上する必要はない。 
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本ファンドは、連邦ならびに様々な州および地方自治体の所要の税務申告書を提出す

る。現在検査の対象となっている所得税申告書はない。一般的に、連邦の申告書は、

提出日から 3 年間は内国歳入庁による検査の対象になる一方、州の申告書は、法域に

よってはさらに 1 年間未確定のままとなることがある。SSGA FM は、全ての調査対象

期間に係る申告書に対する本ファンドの税務上のポジションを分析し、租税債務の認

識を必要とするような不確実な税務上のポジションは存在しないと判断している。 

 

受益者への分配は、権利落ち日に記録される。利益の配当および売買差益の分配は、

所得税に関するルールおよび規則に従って決定されているが、そうした所得税に関す

るルールおよび規則は一般に認められる会計原則とは異なる場合がある。 

 

財務諸表の中の特定の資本勘定は、会計利益と課税所得との間の恒久差異に関して調

整されている。これらの調整は、純資産価額または運営成績に影響を及ぼさない。会

計利益と課税所得との間の一時差異は、将来反転する。これらの会計利益と課税所得

との間の差異は、主に、現物取引、非課税配当の所得調整、先物契約、コーポレート

アクション、ウォッシュ・セールの損失繰延べおよび現在の所得を上回る分配につい

ての処理が異なることによるものである。 

 

2022 年 9 月 30 日に終了する年度に支払われた分配金の税務上の性質は、以下のとおり

である。 

 
 

通常所得 

長期キャピタ

ルゲイン 合  計 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 694,964,954 — 694,964,954 

 

2021 年 9 月 30 日に終了する年度に支払われた分配金の税務上の性質は、以下のとおり

である。 

 
 

通常所得 

長期キャピタ

ルゲイン 合  計 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 620,652,967 — 620,652,967 

 

2022 年 9 月 30 日現在、課税基準による分配可能利益の構成要素は以下のとおりであ

る。 

 
 

未分配通常所

得 

キャピタルロス

繰越金 

未分配長期

キャピタルゲ

イン 

未実現の純利益

(損失) 合  計 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 55,491,185 (1,161,950,471) — (8,593,309,083) (9,699,768,369) 

 

2022 年 9 月 30 日現在、将来の実現キャピタルゲインを相殺するために用いることがで

きる以下の本ファンドのキャピタルロス繰越金は以下のとおりである。 
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 未失効—短期 未失効—長期 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 638,706,094 523,244,377 

 

2022 年 9 月 30 日現在、連邦所得税の目的上の費用に基づく投資およびその他の金融商

品の未実現の増価および減価の総額は以下のとおりであった。 

 
 

税金費用 

未実現増価総

額 

未実現減価総

額 

純未実現増価(減

価) 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 35,651,159,167 27,029,139 8,620,338,222 (8,593,309,083) 

 

10. 証券の貸付 

 

本ファンドは、適格なブローカー・ディーラーまたは機関投資家に対して証券を貸し

付けることができる。貸付については、貸し付けた証券の相場以上の額に、経過利息

および配当(日々判断され、適宜調整される。)を加えた額に相当する、現金、現金等

価物または米国政府債により常に担保される。貸し付けた証券に関する担保の額は、

証券価格の市場の変動により、一時的に証券価格を上回ることも、下回ることもあ

る。各貸付に関して、ある米国の営業日において、証券担保の市場価格総額に現金担

保を加えた額が、貸付の対象となる証券の市場価格総額を下回った場合には、借入人

は、翌営業日に追加担保の提供を通知される。 

 

本ファンドは、一定の受益権を行使するために、貸し付けた証券の登録上の所有権を

回復するが、借入人が財務破綻した場合には、貸し付けた証券の回収が遅れるリスク

を負い、当該証券に対する権利を失う可能性すらある。さらに、本ファンドは、投資

することのある現金担保を失うリスクを負う。本ファンドは、担保として保有する現

金、現金等価物または米国政府債について生じた利息または配当から、借入人に支

払った手数料割り戻しと貸付代理人のステート・ストリートに支払った手数料が控除

された後に、証券貸付の報酬を受領する。さらに、本ファンドは、貸し付けた証券の

市場価格の割合に相当する現金以外の担保について、借入人から手数料を受け取る。 

 

2022 年 9 月 30 日現在における貸し付けた証券の市場価格および投資した現金担保の額

は、本ファンドの貸借対照表で開示されている。現金以外の担保は、本ファンドに代

わり貸付代理人により保有されているため、本ファンドの貸借対照表で開示されてい

ない。本ファンドはこうした証券を二重担保とすることはできない。証券貸付収入(本

ファンドの損益計算書で開示)は、現金以外の担保および現金担保の投資から得た収入

から、借入人に支払った手数料割り戻しと貸付代理人のステート・ストリートに支

払った手数料を控除した後の額に相当する。 
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以下の表は、本ファンドの証券貸借取引契約ならびに 2022 年 9 月 30 日時点で受領し

た関連する現金担保および現金以外の担保の概要である。 

 

ファンド 

貸し付けた証

券の市場価格 

受領した現金

担保 

受領した現金

以外の担保* 

受領した担保

合計 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 121,823,457 122,805,648 3,893,275 126,698,923 

* 現金以外の担保は、米国財務省証券および米国政府機関証券を含む。 

 

以下の表は、2022 年 9 月 30 日現在の有担保借入金として計上された取引の内訳、差し

入れた担保または貸付証券の種類別の総債務額およびこれらの取引の満期までの残存

期間を反映している。 

  

2022 年 9 月 30 日現在の契約満期までの残存期間 

 

ファンド 証券貸付取引 

オーバーナイ

トおよび継続 30 日未満 30-90 日 90 日超 借入金合計 

証券貸付取引

に係る認識さ

れた負債の総

額 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 普通株式 122,805,648 — — — 122,805,648 122,805,648 

 

11. リ ス ク 

 

集中リスク 

 

本ファンドは、同一の国、州、地域、通貨または経済セクターに属する発行体の債務

に本ファンドの資産の大部分を投資することができるため、経済上、事業上または政

治上の不利な展開が、本ファンドがより幅広く分散投資した場合よりも大きな影響を

本ファンドの投資の価値に及ぼすことがある。 

 

市場リスク 

 

本ファンドの投資は、一般的な経済状況、一般的な市場の変動、証券市場への投資に

内在するリスクの変化に左右される。様々な要因(経済成長または景気後退、利率の変

更、実際のもしくは認識された発行体の信用度の変更、および一般的な市場の流動性

を含むが、これらに限られない。)により、投資市場が不安定になる可能性があり、投

資価格が大きく変わる可能性がある。本ファンドは、地政学的な事象が証券市場を混

乱させ、世界の経済および市場に悪影響を与えるリスクにさらされている。戦争、テ

ロ行為、新型コロナウイルス感染症などの感染症の拡大もしくはその他の公衆衛生の

問題などの地方、地域または世界的な事象、またはその他の事象は、本ファンドおよ

びその投資に大きな影響を与える可能性がある。 

 



XLF 

 

26 

12. 後発事象 

 

経営陣は、財務諸表が発行された日までの全ての後発事象が本ファンドに及ぼす影響

を評価し、財務諸表における調整または開示を要求するような後発事象はなかったと

判断した。 

  



XLF 

 

27 

セレクト・セクターSPDR®トラスト 

独立した登録公認会計士事務所の報告書 

 

セレクト・セクターSPDR®トラストの受益者および受託者会 御中 

 

財務諸表に関する意見 

 

当職らは、セレクト・セクターSPDR®トラスト(以下｢トラスト｣という。) (コミュニ

ケーション･サービス・セレクト・セクターSPDR®ファンド(The Communication Services 

Select Sector SPDR® Fund)、一般消費財セレクト・セクターSPDR®ファンド (The 

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund)、生活必需品セレクト・セクター

SPDR®ファンド(The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund)、 エネルギー・セレク

ト・セクターSPDR®ファンド(The Energy Select Sector SPDR® Fund)、金融セレクト・セ

クターSPDR®ファンド(The Financial Select Sector SPDR® Fund)、ヘルスケア・セレク

ト・セクターSPDR®ファンド(The Health Care Select Sector SPDR® Fund)、資本財セレク

ト・セクターSPDR®ファンド(The Industrial Select Sector SPDR® Fund)、素材セレクト・

セクターSPDR®ファンド(The Materials Select Sector SPDR® Fund)、不動産セレクト・セ

クターSPDR®ファンド(The Real Estate Select Sector SPDR® Fund)、テクノロジー・セレ

クト・セクターSPDR®ファンド(The Technology Select Sector SPDR® Fund)および公益事

業セレクト・セクターSPDR®ファンド(The Utilities Select Sector SPDR® Fund) (以下｢ファ

ンド｣と総称する。)を構成する。)の添付の 2022 年 9 月 30 日付貸借対照表(投資一覧を

含む。)、同日に終了した年度の関連する損益計算書、同日に終了した 2 年度それぞれ

の純資産変動計算書および同日に終了した 3 年度それぞれの財務ハイライトならびに

関連する注記(以下｢財務諸表｣と総称する。)について監査を行った。当職らは、財務

諸表が、全ての重要な点において、2022 年 9 月 30 日時点のセレクト・セクターSPDR®

トラストを構成するファンドの財政状態、同日をもって終了した年度の業績、同日を

もって終了した 2 年度それぞれの純資産の変動および同日をもって終了した 3 年度そ

れぞれの財務ハイライトを、米国で一般に認められた会計原則に従って、公正に表示

していると考えている。 

 

2019 年 10 月 1 日より前に終了した期間の財務ハイライトは別の独立登録公認会計事務

所に監査されたが、同公認会計事務所の 2019 年 11 月 26 日付け報告書では、当該財務

ハイライトに関して無限定適正意見が表明された。 

 

意見の根拠 

 

これらの財務諸表については、トラストの経営陣が責任を負う。当職らの責任は、
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ファンドの財務諸表について、当職らによる監査に基づいて意見を表明することであ

る。当職らは、公開会社会計監視委員会(米国) (以下｢PCAOB｣という。)に登録する公

認会計士事務所であり、米国連邦証券法ならびに適用される証券取引委員会および

PCAOB の規則および規制に従い、トラストに関して独立していることが求められてい

る。 

 

当職らは、PCAOB の基準に従って監査を行った。この基準により、当職らは、財務諸

表における重要な不実表示(誤謬または不正のいずれに起因するかを問わない。)の有

無に関して合理的な確信を得るために監査を計画し、実施することを求められてい

る。トラストは、トラストの財務報告に関する内部統制の監査を受けることを要求さ

れておらず、また、当職らは、トラストの財務報告に関する内部統制の監査は委任さ

れなかった。当職らは、監査の一環として、財務報告に対する内部統制の把握を求め

られるが、トラストの財務報告に関する内部統制の有効性について意見表明するため

のものではない。したがって、当職らはそのような意見は一切表明しない。 

 

当職らによる監査には、誤謬または不正のいずれに起因するかにかかわらず、財務諸

表に重要な不実表示が存在するリスクの評価手続きの実施、およびそうしたリスクへ

の対応手続きの実施が含まれている。かかる手続きには、財務諸表中の金額および開

示内容に関する証拠の検証(試査ベース)が含まれる。当職らの手続きには、2022年 9月

30 日現在所有する証券に関して、カストディアン、ブローカーおよびその他の者に連

絡することにより、かかる証券を確認することが含まれる。ブローカーおよびその他

の者の回答がなかったときは、当職らはその他の監査手続きを実施した。当職らの監

査にはまた、使用した会計原則および経営陣による重要な見積もりの評価、ならびに

財務諸表の表示全体の評価も含まれる。当職らは、こうした監査が当職らの意見の合

理的な根拠となると考えている。 

 

アーンスト・アンド・ヤング エルエルピー 

 

当職らは、2000 年以降、1 社以上のステート・ストリート・グローバル・アドバイ

ザーズ(State Street Global Advisors)の投資会社の監査人を務めている。 

 

マサチューセッツ州ボストン 

2022 年 11 月 23 日 
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セレクト・セクターSPDR®トラスト 

その他の情報 

2022年 9月 30日(未監査) 

 

費用の例 

 

受益者は、本ファンドの受益者として、以下の 2 種類の費用を負担する。 

(1) 購入金の支払い、分配金の再投資、またはその他の分配にかかる取引費用(適用さ

れる場合、販売手数料(ロード)を含む。) 

(2) 投資顧問報酬と、適用される場合には、販売(12b-1)および/またはサービス手数料

を含む継続的費用ならびにその他の本ファンドの費用。この例は、本ファンドへ

の投資に係る継続的費用(ドル建て)を理解し、その他のミューチュアル・ファン

ドへの投資に係る継続的費用と比較できるようにするためのものである。表示さ

れる期間の最初に 1,000 ドル(133,480 円)を投資し、2022 年 4 月 1 日から 2022 年 9

月 30 日までの期間全体にわたって保有したという前提に立っている。 

 

以下の表は次の 2 つの方法で、受益者が負担する本ファンドの費用を説明する。 

 

ファンドの実際のリターンに基づく例 — このセクションは、期間中に実際に支払った

費用の見積もりを行うのに有用である。｢期末アカウント価額｣は、本ファンドの実際

のリターンから得た値であり、第 3 列は、本ファンドにおいて 1,000 ドル(133,480 円)で

スタートした投資家が実際に支払ったはずであるドル建て金額を示す。この情報と受

益者の投資額を使って、当該期間に支払った費用を見積もることができる。そのため

には、単にアカウントの額を 1,000 ドル(133,480 円)で除した結果(例えば、8,600 ドル

(1,147,928 円)のアカウントの額÷1,000 ドル(133,480 円)＝8.6)に、本ファンドに関して

｢当該期間に支払った費用｣の項目の数字を乗じるだけである。 

 

仮定的な 5%のリターンに基づく例 — このセクションの目的は、本ファンドにおける

費用とその他のミューチュアル・ファンドの費用とを比較するのに役立てることであ

る。ここでは本ファンドの費用控除前の年間リターンが 5%だったが費用の率は変わら

ないと仮定している。このケースでは、使用されるリターンが本ファンドの実際のリ

ターンではないので、受益者の実際の投資に当てはまらない。米国証券取引委員会(以

下｢SEC｣という。)が、5%のリターンに基づいて費用を計算することを全てのミュー

チュアル・ファンドに要求しているので、この例は比較を行う上で有用である。この

仮定例を、他のファンドの受益者宛報告書に記載された仮定例と比較することによっ

て、本ファンドにおける費用を評価することができる。 
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表に記載された費用は、継続的費用のみにハイライトを当てたものであり、販売手数

料(ロード)といった取引費用は反映していない。したがって、表中、仮定的な 5%のリ

ターン部分は、継続的費用のみを比較するのに有用であって、所有している違うファ

ンドの関連費用総額を判断するのに役立つものではない。さらに、こうした取引費用

が含まれる場合には、費用はさらに増える。 

 
  

実  際 

仮定(費用控除前の 5%のリ

ターンを前提) 

 

年率費用率 

期末アカウン

ト価額 

当該期間に

支払った費

用(a) 

期末アカウン

ト価額 

当該期間に支

払った費用
(a) 

金融セレクト・セクターSPDR®ファンド 0.10 1,000.00 0.50 1,024.60 0.51 

(a) 費用は、本ファンドの年率純費用率に、当該期間のアカウント平均額を乗じ、さらに 183 を乗じた

額を、365 で除して得た額である。 

 

租税に関する情報 

 

連邦所得税の目的上、以下の情報が、2022 年 9 月 30 日終了会計年度の本トラストの分

配金に関して提供される。 

 

受取配当控除 

 

本ファンドは、受取会社配当控除の対象として、容認される純課税所得の最大額を報

告している。 

 

適格受取配当 

 

2022 年 9 月 30 日終了会計年度に本ファンドが分配する分配金の一部は、適格受取配当

とみなされ、軽減税率の対象である。本ファンドは、2003 年雇用・成長減税調整法に

規定される適格受取配当として、容認される純課税所得の最大額を報告している。 

 

適格事業所得控除 

 

本ファンドは、199A 条に基づく適格事業所得控除の対象として、容認される適格

REIT 分配金の最大額を報告している。 

 

プレミアム/ディスカウントに関する情報 

 

過去の暦年中に本ファンドの受益権が本ファンドの NAV を上回る価格(すなわちプレ

ミアム)または下回る価格(すなわちディスカウント)により取引所で取引された頻度に
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関する情報については、www.sectorspdr.comをご覧頂きたい。 

 

議決権の代理行使に関する方針および手続きならびに記録 

 

本ファンドは、アドバイザーの議決権の代理行使に関する方針を採用している。本

ファンドの投資顧問が本ファンドの証券ポートフォリオに関して議決権の代理行使を

行うのに用いる本ファンドの議決権の代理行使に関する方針および手続きに関する説

明は、(i)無料で、1-866-Sector-ETF(1-866-732-8673) (通話料無料)に電話して請求する

か、または(ii)SEC のウェブサイト(www.sec.gov)で入手することができる。 

 

これまでの 6 月 30 日に終了する 12 ヶ月間に本ファンドがどのように議決権を行使し

たかについては、毎年 8 月 31 日までに、上記電話番号への連絡、SEC のウェブサイト

(www.sec.gov)、本ファンドのウェブサイト(www.sectorspdr.com)で知ることができるよ

うになっている。 

 

四半期ポートフォリオ一覧 

 

本ファンドは、各会計年度の第 1 四半期および第 3 四半期末後、完全な投資一覧を様

式 N-PORT の別紙として SEC に提出する。様式 N-PORT は、本ファンドのウェブサイ

ト(www.sectorspdr.com)および SEC のウェブサイト(www.sec.gov)で入手することができ

る。本ファンドの投資に関する一覧表は、無料で、1-866-Sector-ETF(1-866-732-8673) 

(通話料無料)に電話して請求することができる。 

 

投資顧問契約の更新 

 

2022 年 5 月 5 日に行われた会議(以下｢5 月の会議｣という。)において、セレクト・セク

ターSPDR®トラスト(以下｢本トラスト｣という。)の受託者会は、本トラストと SSGA

ファンズ・マネジメント・インク(SSGA Funds Management, Inc.) (以下｢アドバイザー｣

という。)との間で 2003 年 12 月 1 日に締結され、2018 年 6 月 18 日から改定が有効と

なった本トラストの各シリーズ(以下個別におよび総称して｢本ファンド｣という。)に

関する変更および書換済み投資顧問契約(以下｢本件契約｣という。)の更新を検討し

た。1940 年投資会社法(その後の改定を含む。) (以下｢1940 年法｣という。)に定義され

る本トラストの｢利害関係者｣とならない受託者(以下｢独立受託者｣という。)はまた、

自らの代理人としての独立した法律顧問からの要請に対応して、2022 年 4 月 13 日に行

われた会議の前に別途当該独立した法律顧問と会議を行い(以下｢4 月の会議｣とい

う。)、本件契約ならびにアドバイザーおよびステート・ストリート・バンク・アン

ド・トラスト・カンパニー(以下｢ステート・ストリート｣という。)から提供された資
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料を検討した。4月の会議では、アドバイザーおよびステート・ストリートの代表者に

よるプレゼンテーションが行われ、その席では独立受託者および独立した法律顧問に

は質問する機会が与えられた。4月の会議の後、独立受託者の代理としての独立した法

律顧問は、提供された資料のいくつかの点を明確化して補足するよう要請し、これら

の資料が 5 月の会議で検討された。その前に独立受託者は、自らの独立した法律顧問

と別途会議を行った。受託者は、本件契約を更新するか否かを決定するために、様々

な要因を検討した。それには特に以下が含まれる。 

 

(i) 本件契約に基づきアドバイザーが提供してきたサービスの性質、範囲および質 

(ii) 本ファンドの投資パフォーマンス 

(iii) アドバイザーのサービスに係るアドバイザーに対する費用およびアドバイザーと

その関係会社であるステート・ストリートが本トラストとの関係から得てきた利

益とその他の恩恵 

(iv) 本ファンドの資産が増加した場合の規模の経済の程度および本件契約に定められ

た報酬水準が規模の経済の共有を反映しているか否か 

 

サービスの性質、範囲および質 

 

アドバイザーが提供するサービスの性質、範囲および質を検討するにあたり、受託者

は本トラストの受託者としての今までの経験と同時に四半期ごとの定期的な受託者会

会議に提供された資料および特に本件契約の見直しのために提供された資料に依拠し

た。受託者は、本件契約に基づきアドバイザーが、(i)本ファンドの投資目的および方

針、適用される法律上および規制上の要請ならびに受託者からの指示に従って本ファ

ンドの投資業務を運用すること、(ii)必要かつ適切な報告および情報を受託者に提供す

ること、(iii)本トラストの証券取引に付属する全ての必要な帳簿・記録を保管するこ

と、ならびに(iv)本ファンドが登録および報告に関連して求められる様々な法律上の要

請を満たすための補助、協力および情報を本ファンドに提供することに責任を負って

いる点に注目した。また、S&P 500 指数のセクターに投資する上場投資信託(以下

｢ETF｣という。)としての特有の本ファンドの性質、また、そのような性質を持つファ

ンドに対する投資顧問にふさわしい経験と知識についても注目した。受託者は、本ト

ラストの投資業務やコンプライアンス運営の責任者を含むアドバイザーの経営幹部の

経歴および経験、ならびに本ファンドのコンプライアンスの責務について精査した。

また、受託者は、アドバイザーが本ファンドのポートフォリオを管理し、本ファンド

による投資目的および方針ならびに適用法令の遵守を監視および確保し、また、ポー

トフォリオの取引の最良執行を追求するための資源、事業構造および実務について検

討した。提供された資料ならびにアドバイザーおよびその関係会社でありアドバイ

ザーと全ての幹部を共有するステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ



XLF 

 

33 

(State Street Global Advisors)の事業に関する一般的な知識に依拠し、受託者は、イン

デックス商品全般およびとりわけ ETF の分野におけるアドバイザーおよびその関係会

社の経験、資源および強みを考慮した。この精査に基づき、受託者は、アドバイザー

が本トラストに対して提供してきたサービスの性質および範囲は適切かつ前年度にお

いて質の高いものであり、今後もそうであり続けることが期待できると判断した。 

 

本ファンドの投資パフォーマンス 

 

受託者は、本ファンドの独特な投資目的から、アクティブ運用される本ファンドのパ

フォーマンス計測では通常欠かせない絶対的な投資パフォーマンスは、本ファンドの

パフォーマンス計測では重要ではない点に留意した。受託者にとってより重要なの

は、費用控除前で適用のある指数を構成する上場株式の価格および利回りのパフォー

マンスに概ね一致する投資成果を提供するという本ファンドの目的がどの程度達成さ

れたかである。4 月の会議および 5 月の会議で提供された情報ならびに前年にアドバイ

ザーが受託者に提供したレポートから、受託者は、本ファンドとセクター指数のパ

フォーマンスのかい離は許容範囲内であったと判断した。また、受託者は、利用可能

なデータ(詳細は下記｢手数料と費用比率の比較｣を参照。)に基づき、本ファンドの費

用比率は類似ファンドとの競争力があると結論付けた。このため受託者は、本ファン

ドのパフォーマンスは満足がいくものであったと結論付けた。 

 

アドバイザーおよびその関係会社の収益性 

 

受託者は、アドバイザーに対する本ファンドの投資顧問契約の収益性と、アドバイ

ザーの関係会社でありサブアドミニストレーター、名義書換代理人、カストディア

ン、本ファンドの会計士および証券貸付代理人としてのステート・ストリートと本ト

ラストの関係に関する収益性について検討した。受託者は、2021 年暦年におけるアド

バイザーに対する本ファンドの収益性のデータおよび 2020 年における収益性のデータ

とともに、ステート・ストリートに対する同期間および前期間における本トラストの

収益性のデータを受領した。受託者は、アドバイザーおよびステート・ストリート両

社の代表者とともに、本トラストおよび本ファンドへの費用配分方法を精査した。受

託者は、金融、素材およびエネルギー・ファンドについて、主に本ファンドおよび堅

調な相場の上昇への好調な流れにより、アドバイザーの収益性が高まった点に留意し

た。4 月の会議および 5 月の会議におけるこの情報および議論に基づき、受託者は、ア

ドバイザーおよびステート・ストリートの本トラストとの関係がいずれか 1 社もしく

は両社にとって収益性があったとしても、現在の資産水準に鑑みると、かかる収益性

は投資顧問報酬を過度なものにするものではないと結論付けた。 
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アドバイザーまたはその関係会社にとってのその他の利益 

 

アドバイザーが本トラストとの関係において他の方法で利益を受けているか否かを検

討した過程において、現在、第三者とのソフト・ダラー契約のために本ファンドの資

産を使用していないこと、およびかかる契約の当事者となっていないことに受託者は

留意した。また、本トラストの仲介取引は、アドバイザーおよびそのいかなる関係会

社を通じても影響を受けていないことに留意した。さらに受託者は、アドバイザーが

アドミニストレーターとして本トラストにサービスを提供しており、アドバイザーの

関係会社であるステート・ストリートはサブアドミニストレーター、名義書換代理

人、カストディアン、本ファンドの会計士および証券貸付代理人として本トラストに

サービスを提供している点についても注目した。また、受託者は、これらサービスの

契約内容を見直した結果、アドバイザーまたはアドバイザーの関係会社がこれらの

サービス提供から受け取るかまたは受け取った利益は適正なものと考えられると判断

した。受託者は、アドバイザーおよびその関係会社が本トラストとの関係から他の利

益を得ていたとしてもまたは得ることになったとしても、それらの利益はアドバイ

ザー報酬を過度なものにするものではないと結論付けた。 

 

規模の経済 

 

5 月の会議におけるおよび 5 月の会議に先立って行われた経営陣との議論ならびにその

際に提供された情報を分析した結果に基づき、受託者は、本ファンドおよびその運営

の性質に鑑みると、本ファンドの資産増加に伴いアドバイザーが本ファンドの運用に

おいて規模の経済を享受できる可能性があると判断した。また、受託者は、本トラス

トの設立以来、投資顧問報酬が比較的低水準に設定されてきたこと、そして報酬自体

も規模の経済を包括していたことを踏まえ、本ファンドも規模の経済を共有してきた

との認識を持った。さらに、本ファンドがその資産の増加時に規模の経済を確実に共

有できるよう、アドバイザーとステート・ストリートそれぞれが各報酬体系にブレー

クポイントを設けることについて以前合意した事実を受託者は考慮した。 

 

手数料と費用比率の比較 

 

本ファンドが負担する投資顧問報酬をより正しく評価するために、独立受託者は、比

較対象となる他のファンドにおける費用比率および投資顧問報酬に関する情報提供を

要請し、アドバイザーから(1)ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューション

ズ・インク(Broadridge Financial Solutions, Inc.) (以下｢ブロードリッジ｣という。)からの

類似のセクター・ファンドについてのデータ、および(2)ブロードリッジの類似のセク

ター・ファンドに関するデータ・ベースから取得したデータの提供を受けた。また、
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独立受託者は、類似の投資目的を持つ他の顧客に請求する投資顧問報酬に関する情報

の提供を要請し、実際にアドバイザーから提供を受け、アドバイザーの機関投資家顧

客を含むかかる顧客に提供しているサービスとの違いを精査した。受託者は、本ファ

ンドの独特の性質ゆえに、類似のファンドおよび勘定顧客の母集団は限定的であるこ

とを認識した。さらに、多くの ETF は全てのまたは実質的に全ての ETF の運営費用を

網羅する均一の投資顧問報酬を支払っている一方で、資料に反映されているように、

本ファンドの投資顧問報酬はアドバイザリー・サービスのみを対象としていたため、

本ファンドの投資顧問報酬が類似の ETF と比較して低いと思われる可能性がある点に

受託者は配慮した。次に、受託者は類似費用比率を精査し、総合的に見て本ファンド

の費用比率は類似の国内セクターETF の平均より低いことに留意したが、本ファンド

(不動産セレクト・セクターSPDR®ファンドおよびテクノロジー・セレクト・セクター

SPDR®ファンドを除く。)は類似の全ての ETF セクターに比べて引き続き資産規模が大

きいことにも留意した。独立受託者は、この認識が、本件契約ならびにサブアドミニ

ストレーター契約、カストディアン契約、および名義書換代理人契約の未払均一手数

料両方の報酬体系に新たなブレークポイントを加えることを要求することをこの数年

間促した点に留意した。受託者は、現在の資産水準において、受益者がブレークポイ

ントの恩恵を享受しており、また、資産のさらなる増加に伴い、将来的な利益となる

はずであることに留意した。 

 

結  論 

 

自らの精査に基づき、受託者(1940 年法の要件に従い独立受託者の過半数を含む。)

は、本件契約の条件は適切かつ合理的であり、また、本件契約の更新は本ファンドに

とって最大の利益になると結論付けた。本件契約の更新の承認を決定するにあたり、

受託者会は、いかなる単一の要因または一群の要因も極めて重要または支配的なもの

とは断定せず、全ての要因をひとまとめに検討した。また、受託者会は、いかなる 1

つの要因または一群の要因にも特別に重きは置かなかった。受託者は、検討内容を踏

まえて、アドバイザーが提供しているサービスの性質および範囲は適切であり、また

本ファンドの投資パフォーマンスも満足がいくものであり、さらにアドバイザーは今

後も高い質のサービスを提供し続けることが可能だと考えられることをその理由とし

て挙げた。受託者は、提供されるサービスを考慮すれば本ファンドのアドバイザーへ

の報酬は適切かつ合理的であり、現在の資産水準において本トラストとアドバイザー

およびステート・ストリートとの関係は報酬を過度なものにするほど利益性が高くは

なく、アドバイザーおよび/またはステート・ストリートにとってのいかなる追加的な

利益も受託者の結論に重要な影響を与えるほど多大ではなく、またとりわけアドバイ

ザーおよびステート・ストリートの報酬体系におけるブレークポイントに鑑みると、

支払われた報酬は本ファンドとの規模の経済の共有を反映していると判断した。 
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受託者および役員の情報 

 

氏名、住所および生年 

本トラストに

おける地位 

在任期間および

在職期間 過去 5年間の主な職業 

受託者が監

督するファ

ンド・コン

プレックス

に属する

ポートフォ

リオ数† 過去 5年間の受託者の兼職の状況 

独立受託者      

ASHLEY T. RABUN 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 
1952 

受託者、取締

役会会長、監

査 委 員 会 委

員、指名・ガ

バナンス委員

会委員 

在任期間：無制

限 

就任：2015年 10

月 

選任：2021年 10

月 

退職、インベスターリーチ・インク(金融

サービス・コンサルティング会社)、プレジ

デント兼創業者(1996 年～2015 年) 

11 インベストメント・マネージャーズ・シリーズ・トラス

ト、取締役会会長兼監査・指名・評価委員会委員(2007年～

現在) 

CHERYL BURGERMEISTER 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1951 

受託者兼取締

役会副会長、

監査委員会委

員、指名・ガ

バナンス委員

会委員長 

在任期間：無制

限 

選任：1998年 10

月 

退職、ポートランド・コミュニティ・カレッ

ジ基金財務委員会委員(2001 年 1 月～現在)、

公認会計士(退職) 

11 ラッセル・ファンズ・コンプレックス、ディレクター、監

査委員会委員長兼指名・ガバナンス委員会委員、ALPS シ

リーズ・トラスト、独立ディレクター代表兼監査・指名・

ガバナンス委員会委員(2012 年～2016 年) 

ALLISON 
GRANTWILLIAMS 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1956 

受託者、監査

委員会委員、

指名・ガバナ

ンス委員会委

員 

在任期間：無制

限 

選任：2021年 10

月 

退職、ノーザン・トラスト・コーポレーショ

ン、グローバル・ストラテジック・リレー

ションシップ・マネジメント/アセット・マ

ネジメント-コーポレート&インスティテュー

ショナル・サービシズ(C&IS)部門、プラク

ティス・エグゼクティブ(2017 年～2021 年) 

ノーザン・トラスト・コーポレーション、

C&IS 部門、N.A.、インスティテューショナ

ル・インベスター・グループ、最高執行責任

者兼最高総務責任者(2016 年～2017 年) 

11 アート・インスティテュート・オブ・シカゴ、リーダー

シップ・アドバイザリー委員会(2019 年～現在)およびメン

バーシップ委員会委員長(2021 年～現在) 

コロンビア・カレッジ・シカゴ、学務長兼執行委員会委員

(2018 年～現在)兼受託者会および投資委員会委員(2012 年～

現在) 

SHEILA HARTNETT-

DEVLIN 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1958 

受託者、監査

委員会委員、

指名・ガバナ

ンス委員会委

員 

在任期間：無制

限 

選任：2021年 10

月 

退職、米国インスティテューショナル・ビジ

ネス・アメリカン・センチュリー・インベス

トメンツ・インクのシニア・バイス・プレジ

デント兼責任者(2008 年～2017 年) 

11 サウス・ジャージー・インダストリーズ・インク(エネル

ギー・サービス)、ディレクター(1999 年～現在)およびマニ

ントン・ミルズ(フローリング製品)、ディレクター(2005 年

～現在) 

JAMES JESSEE 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 
1958 

受託者、監査

委員会委員、

指名・ガバナ

ンス委員会委

員 

在任期間：無制

限 

選任：2021年 10

月 

退職、MFS インベストメント・マネジメン

ト、戦略アドバイザー(2018 年) 

グローバル・ディストリビューション・アン

ド・プレジデント MFS ファンド・ディスト

リビューターズ・インク、共同責任者(2011

年～2017 年) 

11 イールズストリート・プリズム・ファンド(投資会社)、受

託者(2019 年～現在) 

ランテリ・チャリタブル・トラスト、受託者(2018 年～現

在) 

ボトムライン(チャリティー)、地域役員会、ディレクター

(2018 年～現在) 

その他の慈善団体への投資、ディレクター(2016 年～現在) 

インベストメント・カンパニー・インスティテュート、理

事会、理事会構成員(2014 年～2018 年) 

ワデル・アンド・リード・ファイナンシャル・インク(投資

運用)、ディレクター(2019 年～2021 年) 

TERESA POLLEY 
c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1960 

受託者、監査

委 員 会 委 員

長、指名・ガ

バナンス委員

会委員 

在任期間：無制

限 

選任：2021年 10

月 

テリー・ポーリー・コンサルティング(2019

年～現在) 

財務会計財団(FAF)のプレジデント兼最高経

営責任者(2008 年～2019 年) 

11 フェアフィールド・カウンティー・バンク・コーポレー

ション、法人構成員(2019 年～現在) 

セント・フランシス大学、理事(2018 年～現在)、アカデ

ミック・アフェアーズ委員会委員(2018 年～現在)、監査委

員会委員長(2021 年～現在)、執行委員会委員(2021 年～現

在)、金融・運営委員会委員(2018 年～現在) 

グレーター・ノーウォーク(CT)商工会議所、ディレクター

(2010 年～現在)、会長(2015 年～2017年)、副会長(2013年～

2015 年)、財務部長(2011 年～2013 年) 

コネティカット・ソサエティー・オブ・CPA、投資委員

会、委員(2020 年～現在) 

ガール・スカウツ・オブ・コネティカット、ディレクター

(2020 年～現在) 

R. CHARLES TSCHAMPION 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 
Boston, MA 02210 

1946 

受託者、監査

委員会委員、

指名・ガバナ

ンス委員会委

員長 

在任期間：無制

限 

選任：1998年 10

月 

退職 11 リーハイ大学名誉理事 

db-X エクスチェンジ・トレーディッド・ファンズ・イン

ク、ディレクター兼監査・指名委員会委員(2007 年～2015

年) 

利害関係のある受託者      

JAMES E. ROSS* 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1965 

受託者 在任期間：無制

限 

就任：2005年 11

月 

選任：2021年 10

月 

フュージョン・アクイジション・コーポレー

ション、非業務執行会長(2020 年 6 月～現在) 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、会

長兼ディレクター(退職済み) (2005 年～2020

年 3 月) 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ

イザーズ、エグゼクティブ・バイス・プレジ

デント(退職済み) (2012 年～2020 年 3 月) 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ

イザーズ・ファンズ・ディストリビューター

ズ・エルエルシー、最高経営責任者兼マネー

ジャー(退職済み) (2017 年 5 月～2020 年 3 月) 

ステート・ストリート・グローバル・マー

ケッツ エルエルシー、ディレクター(2013 年

～2017 年 4 月) 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、プ

レジデント(2005 年～2012 年) 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ

イザーズ、プリンシパル(2000 年～2005 年) 

132 SSGA SPDR ETFs Europe I plc(ディレクター) (2016 年 11 月～

2020 年 3 月) 

SSGA SPDR ETFs Europe II plc(ディレクター) (2016 年 11 月

～2020 年 3 月) 

ステート・ストリート・ナビゲーター・セキュリティー

ズ・レンディング・トラスト(2016 年 7 月～2020 年 3 月) 

SSGA ファンズ(2014 年 1 月～2020 年 3 月) 

ステート・ストリート・インスティトゥーショナル・イン

ベストメント・トラスト(2007 年 2 月～2020 年 3 月) 

ステート・ストリート・マスター・ファンズ(2007 年 2 月～

2020 年 3 月) 

エルファン・ファンズ(2016 年 7 月～2018 年 12 月) 

RORY TOBIN* 

c/o The Select Sector 

SPDR
®

 Trust 

One Iron Street 
Boston, MA 02210 

1965 

受託者 在任期間：無制

限 

選任：2021年 10

月 

グローバル SPDR ETF、エグゼクティブ・バ

イス・プレジデント兼ビジネスEMEA責任者 

SSGA グローバル・エグゼクティブ・マネジ

メント・グループ構成員 

11 なし 

† 受託者が監督するポートフォリオ数を決定する目的上、｢ファンド・コンプレックス｣は、SSGAファ

ンズ・マネジメント・インクが投資顧問を務める登録投資会社から構成される。 
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* ロス(Ross)氏およびトビン(Tobin)氏はそれぞれ、1940 年法において定義された本トラストの｢利害関

係者｣である。ロス氏は、アドバイザーでの以前の地位およびアドバイザーの関係会社における所有

持分のために、｢利害関係者｣となっている。トビン氏は、アドバイザーの関係会社での地位によ

り、｢利害関係者｣である。 
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氏名、住所および生年 

本トラストにおける

地位 

在任期間および在職

期間 過去 5 年間の主な職業 

役  員    

ELLEN M. NEEDHAM 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1967 

プレジデント兼プリ

ンシパル・エグゼク

ティブ・オフィサー 

在任期間：無制限 

選任：2013 年 5 月 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、会長(2020 年 3 月～現在) 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、プレジデント兼ディレク

ター(2001 年～現在)* 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、シニア・

マネージング・ディレクター(1992 年～現在)* 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファン

ズ・ディストリビューターズ・エルエルシー、マネージャー(2017

年 5 月～現在) 

MICHAEL P. RILEY 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1969 

バイス・プレジデン

ト 

在任期間：無制限 

選任：2005 年 2 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、マネージ

ング・ディレクター(2005 年～現在)* 

CHAD C. HALLETT 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1969 

財務部長兼首席財務

責任者 

在任期間：無制限 

選任：2007 年 11 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデント(2014 年

11 月～現在) 

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパ

ニー、バイス・プレジデント(2001 年～2014 年 11 月)* 

ANN M. CARPENTER 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1966 

財務副部長 在任期間：無制限 

選任：2015 年 4 月 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、最高執行責任者(2005 年

4 月～現在)* 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、マネージ

ング・ディレクター(2005 年 4 月～現在)* 

BRUCE S. ROSENBERG 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1961 

財務副部長 在任期間：無制限 

選任：2016 年 2 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディレクター

(2015 年 7 月～現在) 

クレディ・スイス、ディレクター(2008 年 4 月～2015 年 7 月) 

DARLENE ANDERSON-VASQUEZ 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1968 

財務副部長 

 

在任期間：無制限 

選任：2017 年 2 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディレクター

(2016 年 5 月～現在) 

ジョン・ハンコック・インベストメンツ、シニア・バイス・プレ

ジデント(2007 年 9 月～2016 年 5 月) 

ARTHUR A. JENSEN 

SSGA Funds Management, Inc. 

1600 Summer Street 

Stamford, CT 06905 

1966 

財務副部長 在任期間：無制限 

選任：2017 年 11 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデント(2016 年

7 月～現在) 

GE アセット・マネジメント・インコーポレイテッド、ミューチュ

アル・ファンド・コントローラー(2011 年 4 月～2016 年 7 月) 

DAVID LANCASTER 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1971 

財務部長補佐 在任期間：無制限 

選任：2020 年 11 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデント(2017 年

7 月～現在) 

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパ

ニー、アシスタント・バイス・プレジデント(2011 年 11 月～2017

年 7 月)* 

RYAN HILL 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1982 

財務部長補佐 在任期間：無制限 

選任：2022 年 5 月 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイス・

プレジデント(2017 年～現在) 

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト(2008 年～2017

年) 

JOHN BETTENCOURT 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1976 

財務部長補佐 在任期間：無制限 

選任：2022 年 5 月 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイス・

プレジデント(2007 年～現在) 

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト(1999 年～2007

年) 

SEAN O’MALLEY 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1969 

最高法務責任者 在任期間：無制限 

選任：2019 年 8 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、シニア・

バイス・プレジデント兼デピュティ・ジェネラル・カウンセル

(2013 年 11 月～現在) 

DAVID BARR 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1974 

秘書役補佐 在任期間：無制限 

選任：2020 年 11 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイス・

プレジデント兼シニア・カウンセル(2019 年 10 月～現在) 

イートン・バンス・コープ、バイス・プレジデント兼カウンセル

(2010 年 10 月～2019 年 10 月) 

DAVID URMAN 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1985 

秘書役補佐 在任期間：無制限 

選任：2019 年 8 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイス・

プレジデント兼シニア・カウンセル(2019 年 4 月～現在) 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイス・

プレジデント兼カウンセル(2015 年 8 月～2019 年 4 月) 

ロープス・アンド・グレー・エルエルピー、アソシエイト(2012 年

11 月～2015 年 8 月) 

BRIAN HARRIS 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1973 

最高コンプライアン

ス責任者、アンチ・

マネー・ロンダリン

グ役員およびコー

ド・オブ・エシック

ス・コンプライアン

ス責任者 

在任期間：無制限 

選任：2013 年 11 月 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび SSGA

ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディレクター

(2013 年 6 月～現在)* 

* 記載されている期間中、多くの役職を務め、多くの関係会社に勤務した。 

 

本トラストの Statement of Additional Information (SAI)には、本ファンドの受託者についての追加情報が含ま

れており、無料で、1-866-787-2257 に電話して請求することで入手できる。 
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受 託 者  

Cheryl Burgermeister 

Allison Grant Williams 

Sheila Hartnett-Devlin 

James Jessee 

Teresa Polley 

Ashley T. Rabun(会長) 

James E. Ross、利害関係のある非運用受託者 

Rory Tobin、利害関係のある受託者 

R. Charles Tschampion 

 

投資顧問およびアドミニストレーター 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

 

販売会社 

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 

1290 Broadway, Suite 1100 

Denver, Colorado 80203 

 

カストディアン、サブアドミニストレーターおよび名義書換代理人 

State Street Bank and Trust Company 

State Street Financial Center 

One Lincoln Street 

Boston, MA 02111 

 

法律顧問 

Morgan, Lewis & Bockius LLP 

1111 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20004 

 

独立した登録公認会計士事務所 

Ernst & Young LLP 

200 Clarendon Street 

Boston, MA 02116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書に含まれる情報は、本トラストの受益権保有者への情報提供を目的としている。本報告書

は、本トラストに関する重要な情報を含む本トラストの最新の目論見書が事前にまたは同時に提供さ

れていない限り、投資を検討している人に配布することは認められていない。最新の目論見書は 1-866-

SECTOR-ETF(1-866-732-8673)に電話することで販売会社である ALPS ポートフォリオ・ソリューション

ズ・ディストリビューター・インクから入手することができる。投資を行う前に目論見書を慎重にお

読み頂きたい。 

 

 
 


